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第１ 総  則 

 

１ 計画の目的 

  田上町耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、町内の既存建

築物の耐震性能を確保するため、耐震診断とその結果に基づく耐震改修

を促進することにより、既存建築物の耐震性能の向上を図り、今後予想

される地震災害に対して町民の生命、財産を守ることを目的として策定

しました。 

 

 ２ 田上町耐震改修促進計画の位置づけ 

   本計画は、平成 25 年 5 月 29 日に改正された、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第 123 号、以下「法」という。）第６条に

基づく市町村の耐震改修促進計画として策定しています。また、法第４

条の規定により国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の

促進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）及び新潟県

耐震改修促進計画を勘案するとともに、「田上町総合計画」、「田上町国土

強靭化地域計画」、「田上町地域防災計画」との整合を図りながら、建築

物の耐震化を推進するために必要な事項に関し、より具体的に定めるこ

ととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田上町耐震改修促進計画の位置づけ 

【 町 】 

○田上町地域防災計画 

【 国 】 

○建築物の耐震改修の促進に関する法律 （基本方針） 

【 県 】 

○新潟県耐震改修促進計画 

【 町 】 

○田上町耐震改修促進計画 

【 町 】 

○田上町国土強靭化

地域計画 

【 町 】 

○田上町総合計画 

【分野別計画】 

整合 

整合 
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３ 計画の期間 

 

本計画の計画期間は、国の基本方針及び新潟県耐震改修促進計画と同様

に、令和７年度までとします。 

ただし、施策の基礎資料となる新たな統計調査の実施や社会情勢の変化

等に対応するため定期的に検証を行い、必要に応じて計画内容の見直しを

行うものとします。 

 

 

４ 計画の対象 

 

本計画の対象地域は田上町全域とし、耐震改修の対象とする建築物は、

昭和５６年に導入された現行の耐震基準（※1）を満たさない「旧耐震基準」

に基づいて設計されたものとします。 

また、公共建築物については各々の施設設置者による計画に基づき耐震

改修が進められるものであり、本耐震改修計画においては、民間建築物及

び町有建築物について対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ [現行の耐震基準] 

   中規模の地震（震度５強程度）に対してほとんど損傷を受けず、大規模地震（震 

度６強から震度７程度）に対して、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生 

じないことを目標にしています。昭和５６年の改正建築基準法の施行を境に「旧 

耐震基準」と「新耐震基準」に大別されます。 
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第２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

 

１ 想定される地震の規模、被害の状況 

新潟県において、先行調査を行い、県内の主要な活断層等津波を発生

させるおそれのある海域断層等の中から、被害が甚大となると考えられ

る地震として内陸型６断層、海域型３断層が報告されています。 

   これは、新潟県が県内に大きな被害を生じさせた地震を経験するとと

もに、県外で大きな被害を生じさせた地震を基に前回の地震被害調査を

見直し、防災に係る各種計画の見直しや、県民の防災意識向上を図るこ

とを目的に、令和元年から令和４年にかけて「新潟県地震被害想定調査」

を実施したものの結果になります。 

   この調査結果の新潟県周辺の想定地震は次のとおりです。 

 

  想定地震の諸元   

区  分 
地震の 

規模 

長さ 

（㎞） 

幅 

（㎞） 
傾斜度 

上端深 

（km） 

（※） 

内
陸
型 

櫛形山脈断層帯 6.40 18.0 18.0 45.0 3.0 

月岡断層帯 6.80 32.0 18.0 55.0 3.0 

長岡平野西縁断層帯 

7.50 

7.50 

7.50 

7.50 

22.0 

28.0 

20.0 

16.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

45.0 

55.0 

55.0 

55.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

十日町断層帯西部 
6.80 

6.80 

24.0 

10.0 

18.0 

18.0 

45.0 

45.0 

5.0 

5.0 

高田平野西縁断層帯 
6.80 

6.80 

14.0 

18.0 

18.0 

18.0 

45.0 

45.0 

5.0 

5.0 

六日町断層帯南部 
6.80 

6.80 

24.0 

8.0 

18.0 

18.0 

50.0 

50.0 

5.0 

5.0 

海
域
型 

F34（県北・山形沖） 
7.71 

7.71 

71.9 

52.0 

19.7 

19.7 

45.0 

45.0 

6.0 

6.0 

F38（越佐海峡） 7.46 62.6 23.6 45.0 4.0 

F41（上越・糸魚川沖） 
7.60 

7.60 

51.5 

34.1 

22.7 

22.7 

45.0 

45.0 

6.0 

6.0 

   （※）断層上端から地表面までの距離 

    （出典：新潟県地震被害想定調査報告書） 
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（出典：新潟県地震被害想定調査より抜粋） 

想定震源の位置と大きさ 

 

《被害の概要》 

各想定地震における田上町全体の被害等の一覧は次のとおりです。 

また、想定した地震以外にも、田上町に被害を引き起こす地震が発生す

る可能性があります。 
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〔建物の被害予測（出火延焼被害含む）〕 

    建物被害 

 

 

想定地震    

揺れ 液状化 土砂災害 地震火災 

全壊 

（棟） 

半壊 

（棟） 

全壊 

（棟） 

半壊 

（棟） 

 
全壊 

（棟） 

半壊 

（棟） 

全出火 

（件） 

炎上出火 

（件） 

焼失棟数 

（棟） 
大規模半壊 

（棟） 

半壊 

（棟） 

櫛形山脈断層帯 0 0 1 32 12 21 0 0 0 0 0 

月岡断層帯 1,025 1,869 10 361 129 232 5 12 2 2 231 

長岡平野西縁断層帯 791 1,791 9 326 116 210 4 10 2 1 124 

十日町断層帯西部 0 0 2 78 28 51 0 0 0 0 0 

高田平野西縁断層帯 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 

六日町断層帯 0 0 2 75 27 48 0 0 0 0 0 

F34（県北・山形沖） 14 330 8 284 101 183 3 6 0 0 0 

F38（越佐海峡） 0 18 5 173 62 111 0 1 0 0 0 

F41（上越・糸魚川沖） 0 14 4 165 59 106 0 1 0 0 0 

  

〔人的被害予測〕 

   人的被害 

 

 

想定地震    

死者数（人） 重傷者数（人） 軽傷者数（人） 

建
物
倒
壊 

土
砂
災
害 

地
震
災
害 

ブ
ロ
䣹
ク
塀
等 

建
物
倒
壊 

土
砂
災
害 

地
震
災
害 

ブ
ロ
䣹
ク
塀
等 

建
物
倒
壊 

土
砂
災
害 

地
震
災
害 

ブ
ロ
䣹
ク
塀
等 

櫛形山脈断層帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

月岡断層帯 68 0 0 0 104 0 0 0 420 0 0 0 

長岡平野西縁断層帯 53 0 0 0 80 0 0 0 386 0 0 0 

十日町断層帯西部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

高田平野西縁断層帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

六日町断層帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F34（県北・山形沖） 1 0 0 0 1 0 0 0 60 0 0 0 

F38（越佐海峡） 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

F41（上越・糸魚川沖） 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

  （出典：新潟県地震被害想定調査報告書） 

 

注１） 複数の要因により被害を受ける建物（例えば、地震動により半壊した建物で、火

災により焼失するもの）の被害棟数は重複して計上してあるため、結果として被害棟数

はこれらを足し合わせた数値にはなりません。 

注２） 人的被害（死傷者、避難者）についても、建物倒壊、地震火災、ブロック塀等に

よる被害のそれぞれで計上してあり、重複していることもあります。 
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地震により倒壊した家屋 

 

（出典：新潟県中越沖地震被害の状況） 

 

 

 

大地震は、いつどこで発生してもおかしくない状況にあります。 

そのため、今後、耐震化の促進を通して建築物の被害を減少させていく

ことが、安心・安全なまちづくりの喫緊の課題とされています。 
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２ 耐震化の現状  

(1)  建築基準法における構造基準の改正 

    昭和53年の宮城県沖地震等の被害状況を受け、昭和56年に建築基準法の耐

震関係規定が見直されました（昭和56年６月１日施行、新耐震基準）。その後、

発生した阪神・淡路大震災において、昭和56年以前に建築されたもの（旧基準

による）について被害が大きかったことがわかっています（昭和57年以降の建

築物では、大破及び中・小破の被害があったものが全体の約1/4であったのに

対し、昭和56年以前に建築したものでは約2/3に達しています。）。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 建築時期別の住宅の状況等 

   令和2年度田上町固定資産台帳によると、町内の住宅総数は、4,002戸であり、

昭和56年以前に建築された住宅は、1,888戸で全体の47％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

住 宅 総 数 4,002 

 うち昭和56年以前建築     1,888（47％） 

  ～Ｓ25 236 

  Ｓ26～35 163 

  Ｓ36～45 470 

   Ｓ46～56 1,019 

 うち昭和57年以降建築     2,114（53％） 

  Ｓ57～Ｈ2 662 

  Ｈ3～12 818 

  Ｈ13～ 634 

建築時期別住宅戸数 （単位：戸） 

（出典：田上町固定資産台帳） 

（出典：平成７年阪神・淡路大震災建築震災調査委員会の中間報告） 

《阪神・淡路大震災における建築時期による被害状況》

軽微・無被害

軽微・無被害

大破以上

大破以上中・小破

中・小破

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和５７年以降

（新耐震）

昭和５６年以前

【建築時期別住宅戸数】

Ｓ56年以前 Ｓ57年以降

S57年以降 

2,114戸 

53％ 

S56年以前 

1,888戸 

47％ 
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(3) 住宅の耐震化の現状と令和2年度末目標の達成状況 

新耐震基準で建築された昭和 57 年以降の住宅数に、旧耐震基準である昭和

56 年以前に建築された住宅のうち耐震性を満たしているもの及び既に耐震改

修を行い、耐震性を有しているものを加えると2,695戸となり、田上町におけ

る住宅の耐震化率は、現状で67％と推計されます。同年に到達すべき目標85％

に対して18％下回っています。 

県と国についても同様で、目標を達成しない状況です。（国：目標 95％・現

状 89％、県：目標 87％・現状 85％）この要因として、全国と同様に、人口減

少やリーマンショック以降のデフレの長期化による個人消費の低迷などで新設

住宅着工戸数が減少し、住宅の更新が遅れたことが考えられます。また、所有

者の高齢化の進行に、住宅の老朽化が重なったことで、耐震改修への意向が低

下したことなどが、大きな要因の一つと考えられます。 

 

 

【住宅における耐震化の現状】

耐震性を満たすもの

耐震性を満たさないもの又は

耐震性が不明なもの

 

 

   昭和56年以前の住宅であっても、耐震性を満たすものも存在すると思われるため、これを加味す

る。 

  

 
 

住宅総数（a） 4,002 

 

耐震性を満たすもの（b=d+f） 2,695 

耐震化率（c=b/a） 67％ 

昭和57年以降に建てられたもの（d） 2,114 

昭和56年以前に建てられたもの（e） 1,888 

  

既に耐震性を満たしているもの又は満たし

ていると推測されるもの（f） 
581 

耐震性を満たさないもの又は耐震性が不明

なもの（ｇ） 
1,307 

住宅における耐震化率の現状 （単位：戸） 

（出典：田上町固定資産台帳から推計） 

1,307戸 

33％ 
2,695戸 

67％ 
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【多数のものが利用する特定建
築物の耐震化の状況】

耐震性を満たすもの

耐震性を満たさないもの又は

耐震性が不明なもの

(4) 多数の者が利用する特定建築物の耐震化の現状 

田上町に、多数の者が利用する特定建築物は 13 棟あります。このうち昭和

56 年以前に建築されたもの 6 棟のうち、耐震性を有するもの又は耐震性を有

すると推測されるもの 2 棟に昭和57年以降に建築されたもの 7 棟を加えた、   

9 棟が耐震性を有すると考えられます。従って、多数の者が利用する特定建築

物の耐震化率は現状で 69 ％と推計されます。同年に到達すべき目標90％に対

して21％下回っています。 

県と国についても同様で、目標を達成しない状況です。（国：目標 95％・現

状 91％、県：目標 95％・現状 89％）この要因として、旧耐震基準の建築物が

建築後40年以上経過したことで、所有者の多くが建替えを意識しはじめ、耐震

化との二重投資を避けていることなどが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

特定建築物総数（a） 13 

 

耐震性を満たすもの（b=d+f） 9 

耐震化率（c=b/a） 69％ 

昭和57年以降に建てられたもの（d） 7 

昭和56年以前に建てられたもの（e） 6 

 
 

耐震性を有しているもの又は有していると

推測されるもの（f） 
2 

 
耐震性がないもの又はないと推測されるも

の（g） 
4 

特定建築物における耐震化率の現状（単位：棟） 

4棟 

31％ 
9棟 

69％ 
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（特定建築物内訳） 

多数の者が利用する 

特定建築物の区分 

学校・病院・社会福祉

施設等 

不特定多数の住民

等が利用する施設 

特定多数の住民が

利用する施設 
その他の建築物 合 計 

具体的な用途 

幼稚園、小学校、中学

校、病院、診療所、老

人ホーム、保育所等 

宿泊施設、物品販売

業を営む店舗、集会

場等 

賃貸住宅、寄宿舎、

下宿等 

事務所、工場、自

動車車庫等 
 

合計（b） 6 2 3 2 13 

 耐震性を満たす

もの（c=e+g） 
6 0 1 2 9 

耐震化率(d=c/b) 100％ 0％ 33％ 100％ 69％ 

昭和57年以降に

建築された棟数

（e） 

4 0 1 2 7 

昭和56年以前に

建築された棟数

（f） 

2 2 2 0 6 

 
耐震性を

有してい

るもの又

は有して

いると推

測される

もの（g） 

2 0 0 0 2 

耐震性が

ないもの

又はない

と推測さ

れるもの

（h） 

0 2 2 0 4 

多数の者が利用する特定建築物の耐震化の現状（詳細） 

             （単位：棟） 

（令和2年調査） 
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（公共建築物内訳） 

建築物の分類 指定避難
所 

病院施設、 
社会福祉
施設等 

幼稚園、
小・中学校
等（避難所
以外） 

庁舎、消防署
等 

市町村営
住宅等 

左記以外
の用途 合 計 

総棟数（a=d+e） 22 0 0 2 0 0 24 

 耐震性があると
判断されるもの 
（b=d+f） 

17 0 0 2 0 0 19 

 
耐震化率 
（c=b/a） 

77％ 0％ 0％ 100％ 0％ 0％ 79％ 

昭和57年以降に
建築された棟数
（d） 

15 0 0 2 0 0 17 

昭和56年以前に
建築された棟数
（e） 

7 0 0 0 0 0 7 

 耐震性を有す
るもの又は有
すると推測さ
れるもの（f） 

2 0 0 0 0 0 2 

耐震化が必要
なもの）（ｇ）
※ 

5 0 0 0 0 0 5 

   

 

 

※ 上記、耐震化には、除却・改築等を含む。 

又、今後町の財政状況を考慮して検討を

行うものとする。 
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３ 建築物の耐震化の目標設定 

 (１) 住宅の耐震化の現状  

田上町固定資産課税台帳をもとに推計した、令和2年度田上町の住宅総数は 

4,002戸です。そのうち、耐震性のある住宅は 2,695戸とされ、耐震化率は約 

67％になります。 

 

住宅の耐震化の現状（令和2年度） 

  総   戸   数 

（戸） 

耐震性の劣る 

もの（戸） 

耐震性のある 

もの（戸） 

耐 震 化 率 

（％） 

全    国 －  －  －  89 

新 潟 県 － － － 85 

田 上 町  4,002  1,307  2,695 67 

田上町固定資産課税台帳をもとに推計 

 (２) 住宅の耐震化の目標 

国の基本方針では、令和12年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解

消することを目標（※2）にしています。 

また、新潟県では令和7年度までの目標を、国の基本方針である令和12年

度までに耐震性が不足する住宅を概ね解消するための中間的な目標として、

耐震化率93％を設定しています。 

上記の内容と他計画の整合性を踏まえた上で、田上町では計画期間内（令和

7年度末）における住宅の耐震化率の目標を85％とします。 

 
 

※２  [国の耐震化率の目標] 

    「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会とりまとめ（R2.5）」により

住宅の耐震化率に係る算定方法が示され、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本

的な方針」において、南海トラフ地震防災対策基本計画等を踏まえ、令和12年度末までに耐震性が

不十分な住宅を概ね解消することを全国目標とすることが示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住宅の目標耐震化率 

目標値 ８５％（令和7年度末） 

住宅の耐震化率の現状 

 ６７％（令和2年度） 
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令和7年度末時点における住宅の戸数は 4,078戸と推計されます。 

そのうち耐震性が劣ると推計される 1,219戸について、目標年次までの間に約 607戸

の耐震改修を政策的に誘導する必要があります。 

 

住宅の耐震化の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震性の劣るもの 

1,307戸 

 

 

 

 

 

 

耐震性あり 

2,695戸 

施策効果

住宅総数 

4,078 戸 

耐震化率 

67％ 

 

 

 

 

 

 

耐震性あり 

2,859戸 

耐震性の劣るもの 

1,219戸 

耐震化率 

70％ 

 

 

 

 

 

 

耐震性あり 

2,859戸 

耐震性の劣るもの 
612戸 

耐震化率 

85％ 

令和 7 年度 

《自然推移》 

令和 7 年度

《目標》 

607戸 

令和 2 年度 

住宅総数 

4,002 戸 
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(３) 特定建築物の耐震化の目標   

特定建築物（※3）は、住宅と同様に積極的な耐震改修の促進が重要となりま

す。 

このため、令和7年度末までの耐震化率の数値目標を90％とします。 

令和7年度末時点における特定建築物の数は13棟と推計されます。 

そのうち耐震性が劣ると推計される4棟について、目標年次までの間に3棟

の耐震改修を施策的に誘導する必要があります。 

 

特定建築物の耐震化の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※３ [特定建築物] 

  以下に掲げる建築物で、現行の耐震関係規定に適合しないもの（法第１４条に掲げる特定既存

耐震不適格建築物）をいいます。 

 ① 学校、体育館、病院、劇場、百貨店など、多数のものが利用する建築物で政令で定める 

規模以上のもの 

 ② 火薬類、石油類等の危険物で政令で定める数量以上のものの貯蔵又は処理の用途に供す 

る建築物 

③ 地震によって倒壊した場合において道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難 

にするおそれがあるとして政令で定める建築物 

 

令和 2 年度

耐震性の劣るもの 

4棟 

 

 

 

 

 

耐震性あり 

9棟 

特定建築物 

13棟 

施策効果 

特定建築物 

13棟 

耐震化率 

69％ 

 

 

 

 

 

耐震性あり 

9棟 

耐震性の劣るもの 
1棟 

耐震化率 

90％ 

令和 7 年度 

《目標》 

3棟 
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(４) 田上町が所有する特定建築物の耐震化の目標   

田上町が所有する建築物については災害時に重要な役割を担う施設が多く

存在することから、特に率先した耐震化の促進が必要です。 

そのため、優先度（※４）を考慮した耐震化に関する耐震化事業計画の策定や

耐震診断結果の公表などに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田上町有特定建築物耐震化の優先度のイメージ 

 

 

 

 

 

 

※４ [町有建築物耐震化の優先度]（目標年次：令和7年度末） 

①  防災上重要な建築物は、耐震化率100％を目指します。 

②  その他、不特定の者が利用する施設は、90％以上を目指します。 

 

優
先
度 

防

災

上

䧸
重

要

度 

不
特
定
多
数 

防

災

上

䧸
重

要

度 

低 
低 高 

高 

特

定 

【防災拠点】 

指定避難所 
 

【防災拠点】 
社会福祉施設 
医療救護施設など 

【防災拠点】 
消防署 
出張所など 

保健所など 
 不特定多数、

その他 
附属建築物 
など 

 

病院 
診療所など 
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第３ 住宅及び特定建築物の耐震診断及び 

耐震改修の促進を図るための施策 

 

１ 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取り組み方針 

 

(1)  耐震化の推進のための役割分担 

ア 住宅や建築物の所有者（以下「所有者」という。） 

現在、コスト問題のほか、信頼できる事業者が分からない等の情

報不足や自分だけは大丈夫という思いもあって、耐震診断や耐震改

修は進んでいない状況にあります。 

住宅や建築物の耐震化を進めるためには、所有者が、建築物の耐

震化や防災対策を自らの問題又は地域の問題としてとらえ、自助努

力により取り組むことが不可欠です。耐震診断や耐震改修を積極的

に行うことのほか、地震保険への加入や耐震改修促進税制の活用等

も重要になってきます。 

 

イ 関係団体等 

  建築関係団体等にあっては、町民が自ら耐震化を行う際、専門家

としての立場から適切なアドバイスを行うとともに、行政と連携を

図り、耐震化の推進を技術的な側面からサポートすることが必要で

す。 

 

ウ 田上町 

田上町は、住民に最も身近な地方公共団体として、上記のような

実状に応じて、所有者にとって耐震化を実施しやすい環境を整え、

耐震診断や耐震改修の実施を働きかけるほか、県や関係団体等と連

携しながら実施するものとします。 
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耐震改修の基本的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力 

連携 

普及・啓発 
支援 

耐震診断・改修
工事の実施 

 

耐震改修促進 

【関連業界・団体，ＮＰＯ等】 

● 県・市町村との連携 

《新潟県耐震改修促進協議会》 

● 技術者の育成支援 

● 耐震改修工法の開発等 

【所有者】 

● 耐震診断・改修の実施 

● 情報提供を受け自己啓発 

● 家具の転倒防止などの建物

以外の防災措置の実施 

【町】 

● 県・他の市町村との連携 

《新潟県耐震改修促進協議会》 

● 耐震に関する支援措置 

（耐震診断・改修補助） 

● 相談体制の充実 



18 

２ 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の概要 

 

（1） 補助制度 

     建築物の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修等に要する費

用について、次のような補助制度が用意されています。 

     耐震改修の実施にあたっては、増改築やリフォームに併せて行うこ

とが、費用及び手間の軽減、工期の短縮等ができるという面で有効

です。中古住宅の改築や他の目的のリフォームに併せて、耐震改修

を実施するよう啓発、誘導に努めます。 

 

  ① 診断補助 

 

  ② 耐震改修補助 

 

  ③ リフォーム補助 

 

  ④ 建替え補助 

 

   ※上記①、②の制度については築年要件Ｓ56.5.31 以前の建物のみ適用 

 

（2） 税制の優遇策 

住宅・建築物の耐震化率の向上のため以下のような税の特例措置が

とられています。 

① 住宅に係る特例措置（所得税、固定資産税） 

【所得税】 

個人が令和 5 年 12 月 31 日までに田上町内において旧耐震基準によ

り建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、一定の金額を当該

耐震改修工事に要した費用と改修に係る標準的な工事費用とのいず

れか少ない金額の 10％相当額（上限あり）と住宅耐震改修に係る耐

震工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額

と住宅耐震改修に係る耐震工事と併せて行う増築、改築その他の一

定の工事に要した費用の額の合計額の 5％を併せた額（上限あり）を

所得税から控除 

ただし令和 3 年 12 月 31 日以前に住宅耐震改修をした場合には、前

者に対するのみの控除 
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【固定資産税】 

個人が令和6年 3月 31日までに田上町において旧耐震基準により建

設された住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅

に係る固定資産税額（120 ㎡相当分まで）について、工事完了年の翌

年度分から１年度分の固定資産税について、固定資産税額の２分の

１に相当する額を減額 

  ② 改正耐震改修促進法（平成 25 年 11 月 25 日施行）に基づき耐震診断

が義務付けられる建築物に係る特例措置 

   【固定資産税】 

     耐震診断が義務付けられる建築物で耐震診断結果が報告されたも

のについて、平成 26 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に

政府の補助を受けて改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分

から 2 年度分の固定資産税について、固定資産税額の 2 分の 1 に相

当する額を減額 

 

（3） 関係団体の連携 

建築物の耐震化を促進するため、関係団体と連携を図りながら普及

啓発活動の実施や技術者の育成支援など各種の取り組み（※５）に努め

ます。 

 

 

 

※５ [各種の取り組み] 

「新潟県耐震改修促進協議会」（平成１９年７月設置）への参加 

 

☆  協議会の概要 

  ① 構 成：新潟県、県内市町村、目的に賛同して入会する関係団体 

   ② 協議会の所掌事項 

   a 法第６条に規定する市町村耐震改修促進計画の作成の支援、指導等に関すること 

b 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関すること 

c 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関すること 

d その他耐震化の促進に関して必要な事項 
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３ 安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

近年、リフォーム工事契約に伴う消費者被害が社会問題化しており、所

有者が安心して建築物の耐震化を適切かつ円滑に進められるように、相談

体制の整備や制度等の普及啓発、耐震診断技術者の養成等に取り組みます。 

（1） 耐震改修等に関する周知徹底の推進 

個人住宅にあっては、全世帯を対象とした広報紙の活用や耐震に関

する啓発のためのパンフレット等を配布し、耐震化を認知してもらう

とともに必要性についての周知を積極的に図ります。 

 

（2） 耐震改修等に関する相談窓口の設置 

耐震改修等に関する相談に対応するため、相談窓口を設置します。

また、新潟県耐震改修促進協議会で設置する木造住宅等の耐震診断や

耐震改修等に関する相談を活用し、住民ニーズに対応します。 

 

（3） 耐震診断技術者の養成 

建築技術者に対して、木造住宅等の耐震診断及び耐震改修に必要な

知識の習得を図り、住民の耐震に対するニーズに対応させるため耐震

診断技術者のための講習会に参加を呼びかけ技術力向上を支援します。 

 

 

４ 建築物の総合的な地震対策に関する事業の概要 

建築物の耐震化のほか、以下の事項を含めた総合的な地震対策を推進し

ます。 

(1)  ブロック塀等の転倒防止 

地震時にブロック塀や擁壁が転倒するとその下敷きになり大き

な被害が予想されます。このことから、建築物防災週間等の機会を

とおして、通学路などを中心に危険箇所の把握・指導に努めます。 

 (2)  窓ガラスや外壁・屋外看板等の落下防止 

窓ガラスの破損や外壁・屋外看板等の落下は、人的被害を発生さ

せるだけでなく、がれきによって避難・救援活動を妨げることとな

ります。このため窓ガラス等の破損や外壁・屋外看板等の落下の危

険性が認められる場合には、必要に応じて改修指導を行います。 
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(3)  天井等の非構造部材の安全確認  

大規模な空間を有する建築物の天井等の非構造部材については、

地震時には落下・崩壊崩落等の被害発生が想定されます。このため

建築物の所有者等に定期的な点検を促すとともに、適切な施工技術

及び補強方法の普及啓発を図ります。また必要に応じて改修指導を

行います。 

(4)  エレベーターの安全対策  

安全点検の励行による適正な維持管理と共に、エレベーターの緊

急停止によるカゴ内への閉じ込め防止のため、地震時のエレベータ

ーの運行方法や閉じ込めが発生した際の対処方法等について、建築

物の所有者及び利用者に周知を図ります。 

(5)  家具の転倒防止 

家具の転倒は、人的被害や避難・救助活動の妨げになります。こ

のため身近な住宅内部での地震対策として、家具の転倒防止を呼び

かけると共に家具の固定方法の普及啓発を図ります。 

 

 

    

 

 

 

突っ張り棒タイプ 

ベルト連結タイプ 
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【第 1 次緊急輸送道路】 

県庁所在地、地方中心都市、重要港湾及び空港などを連絡する道路 

【第２次緊急輸送道路】 

第 1 次緊急輸送道路と市町村役場などの主要な防災拠点を連絡する 

道路 

【第３次緊急輸送道路】 

第１・２次緊急輸送道路と防災拠点を相互に連絡する道路 

５ 地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

地震時には、住民の円滑な避難、救急・消防活動の実施、緊急物資の輸

送等を確実に行うため、道路機能を確保することが非常に重要になります。 

新潟県の耐震改修促進計画では、地震時に通行を確保すべき「緊急輸送

道路」を新潟県地域防災計画に示す「新潟県緊急輸送道路ネットワーク計

画」に基づき指定しています。 

田上町では県で指定された緊急輸送道路のうち本町の行政区域に係る区

間を「緊急輸送道路」（法第６条第３項第２号に該当する道路）として位置

付け、沿道建築物の耐震化に取り組むものとします。 

 

 

 

  

 

 

緊急輸送道路 

 

【凡例】 

第一次緊急輸送道路 

第二次緊急輸送道路 

第三次緊急輸送道路 
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地震後の道路閉塞の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物の要件 
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６ 建築物の安全性に関する表示制度 

 

  建築物の所有者や管理者に対して防災に対する意識の向上を図ること等

を目的として、法第２２条の規定により認定を受けた建築物について、認

定を受けている旨の表示の掲示を促進します。 
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第４ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び 

知識の普及について 

 

建築物の耐震化を図り、町民が安心して暮らせる安全なまちづくりを推

進するため、一般町民や建築物の所有者等に対して、安全性の向上に関す

る啓発及び知識の普及に努めます。 

 

１ 地震に関するハザードマップの活用 

 

住宅や建築物の所有者が耐震化に自らの問題又は地域の問題としてとら

え、所有者又は地域の耐震化に関する取り組みに活用することができるよ

う、今後、県又は町において地震に関するハザードマップなどの作成に努

め、ホームページ等で公表できる体制づくりを進めていきます。 

 

２ 情報提供の充実及び相談体制の整備等 

耐震診断及び耐震改修の普及・啓発を図るため以下の取り組みを行いま

す。 

① 経常的な耐震診断及び耐震改修の相談窓口の設置 

② 建築の設計、施工関係団体と連携した相談窓口の設置の検討 

③ 木造アパートや木造共同住宅の所有者・管理者等に対する情報提供 

④ 耐震診断、耐震改修に係る支援制度の紹介 

⑤ 各種業界への横断的な協力要請（普及・啓発） 

 

３ パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催 

① 本耐震改修促進計画の概要や耐震診断・耐震改修の支援制度に関す

るパンフレット等の作成及びホームページへの掲載 

② 窓口相談や防災訓練、講習会などでのパンフレットの配布 

③ 新潟県耐震改修促進協議会が実施する普及啓発イベントなどについ

ての広報やポスター、パンフレット等による積極的な案内 

④ 公的施設等におけるパンフレットの配置 
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４ リフォームに合わせた耐震改修の誘導 

住宅の増改築やキッチン・バスルームの改修等リフォーム工事に合わせ

て耐震改修を行うことは、費用面や施工面で効率的であることから、この

タイミングに耐震改修の重要性を周知し、耐震化の誘導を図ります。 

  具体的には、公報や民間事業者等の行う住宅関連フェア等の機会をみて、  

 住民に啓発を行います。 

 

 

５ 区長会・自主防災組織等との連携 

大規模災害発生時には、公的機関による支援とともに、地域住民による

自主的かつ組織的な活動が非常に重要になります。田上町では、令和 5 年

4 月 1 日現在 21 の自主防災組織があり、新潟県市町村別自主防災組織活動

カバー率(組織率：世帯数に占める組織数)は 100％となっています。 

  地域において地震防災対策に取り組むことは、地震発生時の適切な対応

に効果的であるばかりでなく、平常時の防災訓練や地域における危険箇所

の改善等の点検活動にもつながることから、町においても区長会・自主防

災組織等に対して、耐震診断や耐震改修に関する啓発や必要な支援を行い

ます。 

 

６ 耐震改修促進税や地震保険料割引等の周知 

 

  個人が一定の区域内において住宅の耐震改修を行った場合の耐震改修促

進税や地震保険における耐震診断割引について、今後の耐震改修の促進に

つながるため、制度の周知を徹底します。 
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第５ 耐震診断及び耐震改修の法による指導等 

 

１ 法に基づく指導等の実施に関する所管行政庁との連携 

  県計画において、所管行政庁は、すべての特定建築物の所有者に対して

法に基づく指導及び助言を行うこととしていることから、本町においても

町内の特定建築物の耐震化を促進するため、所管行政庁と連携して対応し

ます。 

 

(１) 法の定める規定 

○ 指導・助言 

所管行政庁（※６）は、耐震診断及び耐震改修の適格な実施のため必

要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対して、耐震診断

や耐震改修について必要な指導・助言を行います。 

     （法第１５条第１項） 

○ 指示 

所管行政庁は、指導に従わなかった者のうち不特定かつ多数の者が

利用する一定規模以上の特定建築物の所有者に対して、耐震診断又

は耐震改修が行なわれていないと認めるときは、必要な指示を行い

ます。                  （法第１５条第２項） 

 

○ 公表 

所管行政庁は、指示を受けた建築物の所有者が、正当な理由がなく，

その指示に従わなかったときは、その旨を公表します。 

（法第１５条第３項） 

 

 

 

 

 

 

※６ [所管行政庁] 

建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、 

その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいいます。（法第２条第３項） 
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２ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法第１５条第３項による公表を行ったのにも関わらず、当該建築物の所

有者が必要な措置を行わなかった場合、特定行政庁（※７）は、建築基準法

の規定に基づき勧告又は命令等を行います。このことから、田上町におい

ても特定行政庁と連携して対応することとします。 

 

○ 勧告 

特定行政庁は、当該建築物が損傷、腐食その他劣化が進み、そのまま

放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認めるときは、当

該建築物の除却、改築、修繕等を行うよう勧告を行います。 

(建築基準法第１０条第１項） 

○ 命令 

特定行政庁は、正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合

は、その勧告に係る措置をとることを命令します。 

（建築基準法第１０条第２項） 

特定行政庁は、当該建築物が著しく保安上危険であると認めるときは、

当該建築物の除却、改築、修繕等を行うよう命令します。 

（建築基準法第１０条第３項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７ [特定行政庁] 

建築基準法に基づき、違反建築物に対する是正命令、不適格建築物に対する命令、用途地域

内の建築制限に関する許可等を行う権限を有する機関。建築主事を置く市町村の区域について

は当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。 

（建築基準法第２条第３５号） 
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第６ その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

 

１ 新潟県耐震改修促進協議会への参加 

  本計画を実施するにあたり、県、田上町以外の市町村及び関係団体等と

連携し新潟県耐震改修促進協議会に参加し、耐震化を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県耐震改修促進協議会のイメージ 

（県、市町村及び関係団体が連携） 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織
区長会など

関係団体の支部 
地域の建築関係者など

新 潟 県

 

市 町 村 
関 係

団 体

関係部局、県地域機関

連 携
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